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佐
賀
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

佐
賀
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱
（
平
成
二
年
佐
賀
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
六
月
十
二
日 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

第
四
条
第
四
項
中
「
過
疎
地
域
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
過
疎
地
域(

第
六
項
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

並
び
に
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
区
域(

」
の
下

に
「
第
六
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
特
定
地
域
経
済
活

性
化
対
策
実
施
要
綱(

平
成
十
八
年
三
月
二
十
三
日
付
け
総
行
自
第
六
十
三
号
」
を
「
地
域
力

創
造
対
策
実
施
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
総
行
政
第
百
十
六
号
」
に
、
「
特

定
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
」
を
「
地
域
力
創
造
推
進
地
域
」
に
改
め
、
「(

地
域
再

生
に
係
る
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
低
利
融
資
を
含
む
。)

」
を
削
り
、
「
係
る
地
域
」
の
下
に
、

「(

第
六
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、

同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
総
行
応
第
三
十
九

号
総
務
事
務
次
官
通
知)

に
基
づ
き
、
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
の
締
結
等
を
行
い
、
定
住
自

立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
た
宣
言
中
心
市
及
び
そ
の
周
辺
市
町
に
お
い
て
、
当
該
協

定
又
は
当
該
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
く
取
組
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
貸
付
対
象
事
業
に
係
る

第
一
項
及
び
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
二
十
四
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
三

十
七
億
五
千
万
円
」
と
、「
三
十
六
億
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
六
億
円
」
と
し
、
第
二
項

中
「
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
す
る
。 

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
四
条

第
四
項
中
「
過
疎
地
域
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
疎
地
域
又
は
離
島
振
興
法(

昭
和
二
十
八
年

法
律
第
七
十
二
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
」
と
す
る
。 
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附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

過
疎
・
み
な
し
過
疎
地
域
 
 
 
 
離
島
地
域
 
 

特
定
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
 

地
域
再
生
計
画
認
定
地
域
 

過
疎
・
み
な
し
過
疎
地
域
 
 
 
 
離
島
地
域
 
 

地
域
力
創
造
推
進
地
域
 

地
域
再
生
計
画
認
定
地
域
 
 
 
 
定
住
自
立
圏
 

に
改
め
る
。 

様
式
第
一
号
中 

「 

」

」


